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定款の一部変更に関するお知らせ 

 

 

当社は、本日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を平成29年３月30日開催予定の第

12回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

 

記 

 

１．定款変更の理由  

（１）定時株主総会において議決権を行使することができる株主を明確にするため、会社法第 124

条３項に基づき、定時株主総会の基準日に関する規定を新設するものであります（変更案

第 13 条）。 

（２）会社の意思決定を円滑に行うため、会社法第 309 条第１項に基づき、株主総会決議の方法

に関する規定について定足数を排除するための変更を行うものであります（変更案第 16 条

１項）。 

（３）その他、条文の新設に伴い必要となる条数の変更を行うものであります。 

 

２．定款変更の内容  

  変更の内容は次のとおりであります。 

（下線は変更部分を示しております。） 

現行定款 変更後 

第３章 株主総会 

 

（新設） 

 

 

 

第13条～第14条 

（略） 

 

第15条（決議の方法） 

１．株主総会の決議は、法令または本定款

に別段の定めがない限り、議決権を行使す

ることができる株主の議決権の過半数を有

する株主またはその代理人が出席し、出席

した当該株主の議決権の過半数をもって行

第３章 株主総会 

 

第13条（定時株主総会の基準日） 

当会社の定時株主総会の議決権の基準日

は、毎年12月31日とする。 

 

第14条～第15条 

（現行どおり） 

 

第16条（決議の方法） 

１．株主総会の決議は、法令または本定款

に別段の定めがある場合を除き、出席した

株主の議決権の過半数をもって行う。 
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う。 

２．（略） 

 

第16条～第39条 

（略） 

 

 

２．（現行どおり） 

 

第 17 条～第 40 条 

（現行どおり） 

 

３．日程  

定款変更のための株主総会開催日  平成 29 年３月 30 日（木） 

定款変更の効力発生日       平成 29 年３月 30 日（木） 

 

以 上 


